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子育て支援
子育て健康課　TEL 84ー 0327子ども

子育て支援センター　　　　
未就園児やその保護者などを対象に、育児に関する相
談や、情報提供の場・親子交流の場として利用できる施
設です。
・開成町駅前子育て支援センター あじさいっこ　
  吉田島 4319－1 小田急開成駅前ビル3階
  TEL 20－9720

ファミリー・サポート・センター
子どもを預けたい方（おねがい会員）と預かることがで
きる方（まかせて会員：研修受講者）を登録し、アドバイ
ザーが会員間の紹介、調整をします。
預かり対象は生後３か月から小学校６年生までの子ど
もです。
預かり時間は利用日、時間によって異なります。利用に
あたっては事前に開成町ファミリー・サポート・センター
事務局へ登録が必要です。
・開成町ファミリー・サポート・センター　
  吉田島４３１９－１ 小田急開成駅前ビル３階　
  TEL２０－９６９９

一時保育
緊急な出来事や一時的な事情により、家庭で保育がで
きなくなった子ども（１歳児から就学前）をお預かりします。
利用するためには、事前登録が必要です。
・酒田保育園 　　　　　TEL 82－1222
・酒田みずのべ保育園 　TEL 85－0305
●利用時間
月～金曜日　8:00 ～17:00

病児保育（病児保育室ピーターパン）
病気中で集団保育が困難な場合、家庭に代わって専用
の保育室で保育士等がお預かりし、児童にとって無理の
ない環境で保育します。

対象は生後４か月～小学校３年生までの児童で、利用
にあたっては事前に子育て健康課へ登録が必要です。
・病児保育室ピーターパン　
  みなみ５丁目４－１７サウスポート内　
  TEL８５－３２２３

幼稚園・保育園（所）
認可保育所、幼稚園（新制度移行園）、認定こども園、
小規模保育事業などの利用を希望する場合、就労状況に
応じた「子どものための教育・保育給付」の認定を受け、
その認定に応じて、施設を利用することになります。

認定区分 事由 主な利用先

１号認定　
教育標準時間
認定

満３歳以上で幼稚
園等を希望

幼稚園
認定こども園
（教育）

２号認定　
保育認定

満３歳以上で「保育
を必要とする事由」
に該当し、保育所
等の利用を希望

保育所
認定こども園
（保育）

３号認定　
保育認定

満３歳未満で「保育
を必要とする事由」
に該当し、保育所
等の利用を希望

保育所
認定こども園
（保育）

〇認可保育所、認定こども園（保育）、小規模保育事業
　 保護者の就労等により日中保育ができない場合に利
用することができます。要件により認可保育所等を利
用できる期間は異なります。
　 認可保育所等の利用を希望する場合は、保育認定と
保育所等利用申請が必要です。町内には3つの施設が
あります。また、町外から転入し、引き続き保育所等
利用を希望する場合も申請が必要です。
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手当
児童手当
中学校修了までの児童を養育している方に支給され

ます。手当の支給は、申請のあった翌月からになります。
ただし、所得制限があり、受給には申請が必要です。
(公務員の方は職場へ申請してください。)

児童扶養手当　
18 歳未満（中程度以上の障害がある場合は 20 歳未

満）の子どもを養育しているひとり親家庭の父または母
などに支給されます。ただし、所得制限があり、受給に
は申請が必要です。

詳しくは子育て健康課へお問い合わせください。

医療費助成
こども医療費助成
健康保険に加入している町内在住のこどもの医療費の

うち、入院と通院に要した保険適用分の医療費を助成し
ます。医療証が使えなかった場合などは、かかった医療
費の領収書をお持ちいただき申請をすることで、助成を
受けることができます。医療証の発行は申請が必要です。
●令和 5 年 9 月 30 日まで　

 15歳に達した日以後の最初の3月31日まで（所得制限
あり）

●令和 5 年 10 月1日から　
 18 歳に達した日以後の最初の3月31日まで（所得制限
なし）

ひとり親家庭等医療費助成
18 歳未満（中程度以上の障害がある場合は 20 歳未

満）の子どもを扶養しているひとり親家庭などが、入院
と通院に要した保険適用分の医療費を助成します。医療
証が使えなかった場合などは、かかった医療費の領収書
をお持ちいただき申請をすることで、助成を受けること
ができます。ただし、所得制限があり、受給には申請が
必要です。

（申請時期）
・ ４月入園の場合　前年の１０月～１１月頃に申請（広報等でお知らせします。）
・ ５月以降の入園の場合　入園希望月の前々月の開庁日の末日までに申請

（町内の認可保育所）
・酒田保育園　
  円通寺５５－１　TEL８２－２２７７
・酒田みずのべ保育園　
  吉田島４１９８　TEL８５－０３０５
・酒田みなみの保育園　
  みなみ二丁目５－１　TEL８３－３７３０

子育てのための施設等利用給付
「子どものための教育・保育給付」以外の保育サービスの利用料に対する給付を受けるためには申請が必要です。

認定区分 事由 主な利用先

１号認定　 満３歳以上で、幼稚園（私学助成園）での教育を受ける場合
私立幼稚園
( 私学助成園 )

２号認定　
満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した子どもで、
保護者が「保育を必要とする事由」に該当する場合

幼稚園や認定こども園の預かり保育
認可外保育施設等

３号認定　
満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある住民
税非課税の子どもで、保護者が「保育を必要とする事由」に
該当する場合

幼稚園や認定こども園の預かり保育
認可外保育施設等

※ 認可外保育施設等とは、認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター、一時預かり事業、病児保育等です。
※ 保育所、認定こども園（保育）、企業主導型保育、地域型保育（小規模保育事業など）を利用している場合は「子育てのための施設等利用給付」の

認定は受けられません。
※ 特別支援学校（幼稚部）を利用する場合は、学校教育課へお問い合わせください。

（申請方法）

区分 入所申込
施設等利用給付の

認定申請
施設等利用給付の

請求方法

幼稚園（私学助成園）
基本利用料

直接施設に申請
園経由で町に請求申請

なし

預かり保育・
その他制度利用

園経由で町に請求申
請

幼稚園（新制度幼稚園）
認定こども園（教育）

預かり保育・
その他制度利用

町に認定申請 町に認定申請

学童保育
学童保育は、昼間就労等により保護者が日中家庭にいない子どものための生活の場です。小学校1年生～4 年生をお

預かりします。利用にあたっては、子育て健康課への申請が必要です。
・サンチャイルドクラブ第一学童　円通寺 49
・サンチャイルドクラブ第二学童　延沢 625 開成小学校内
・サンチャイルドクラブ第三学童　みなみ二丁目 2-1 開成南小学校内 開成南小学校区学童保育所
・サンチャイルドクラブ第四学童　みなみ二丁目 2-1 開成南小学校内 開成南小学校区学童保育所
・サンチャイルドクラブ第五学童　みなみ二丁目 2-1 開成南小学校内 開成南小学校区学童保育所
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幼稚園に入るには　
町内には町立幼稚園が 1園あり、小学校入学前 3 年間の幼児教育を行います。毎年 11月上旬から次年度の入園者を

募集します。入園申込みの手続きをされた方には、1月中に入園許可書を送付し、2 月に入園説明会を開催します。
なお、定員に余裕があるときは、年度途中でも随時入園を受け付けます。
詳しくは、学校教育課へお問い合わせください。

幼稚園

小・中学校

学校教育課　TEL 82 ー 5221教育・学習

入学
小学校へ入学するにあたり、入学する前年の10 月ごろに就学時健康診断を実施します。
また、1月中には、小・中学校とも就学通知書を保護者へお送りします。通知を受けた後に住所などの変更があったと

きは、すみやかに学校教育課へ届出をしてください。
なお、私立学校、特別支援学校などに入学するときは、その学校の入学承諾書と印鑑をお持ちのうえ、学校教育課で

手続きをしてください。

転校
●転入学

他の市町村から転入したときは、住民登録を済ませた後、学校教育課で転入学の手続きをしてください。前の学校で
交付された在学証明書と教科書給与証明書を合わせて転入先の学校へ提出してください。
●転退学

前の学校へ転退学届を提出してください。前の学校で在学証明書と教科書給与証明書を受け取り、転入先の市町村
の教育委員会で手続きをしてください。市町村によって手続きの方法が異なりますので、注意してください。

住所などの変更
在学中に住所、氏名、保護者などの変更があった場合は学校教育課への届出が必要となります。（届出用紙は学校教

育課にあります）

就学援助費
経済的理由により、就学困難な児童および生徒の就学に必要な学用品費、給食費などを援助する制度です。
ただし、世帯の所得金額をもとに校長の所見などを参考に認定された方がこの制度を受けられます。詳しくは、学校

教育課へお問い合わせください。

学校教育課　TEL 82 ー 5221教育・学習
高等学校

奨学金制度
次の要件を全て満たす方に対し、育英奨学金を貸し付ける制度があります。

●要　　件  町内に在住している方・高等学校に在学中または入学を許可されている方・優良な生徒で経済的に修学が
困難である方

●貸 付 額 （無利子） 月額 12,000 ～20,000 円　　
●貸付期間 高等学校課程の修学期間
●申請方法 奨学生願書に在学する学校長の推薦書などの必要書類を添え、学校教育課へ申請してください。

神奈川県の学費支援制度

制度名 問い合わせ先 電話

高等学校等就学支援金 神奈川県福祉子どもみらい局
私学振興課助成グループ

045－210－3793
私立高等学校等生徒学費補助金

神奈川県高校生等奨学給付金

（国公立）神奈川県教育局財務課
高校奨学金グループ

045－210－8251

（私立）神奈川県福祉子どもみらい局
私学振興課助成グループ

045－210－3793

神奈川県高等学校奨学金
神奈川県教育局財務課
高校奨学金グループ

045－210－8251

※詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。
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社会教育・生涯学習
生涯学習課　TEL 84 ー 0325教育・学習

家庭教育・ＰＴＡ指導者研修・母親クラブ
①家庭教育学級

幼稚園、小・中学校ＰＴＡでは、それぞれのテーマをも
とに年間の計画を立て、活動しています。
②ＰＴＡ指導者研修会

幼稚園、小・中学校の各ＰＴＡの役員を対象にそれぞの
活動のあり方や委員としての役割などについて研修しま
す。
③母親クラブ

幼稚園から小学校までの各学年の保護者でクラブをつ
くり、各クラブごとに母親同士や子どもを含めた活動を
しています。
④はじめての三歳児講座

初めて三歳児を持つ保護者を対象にした学習会です。
託児も行いますので安心してご参加ください。

生涯学習講座（人材バンク活用事業）
町人材バンク登録者等を講師に町民センターなどを会

場に様々な講座を開催しています。年間の計画は「生涯
学習ガイド」としてまとめ、年 2 回回覧しています。なお、
おしらせ版に掲載し参加者を募集しますので、ぜひご参
加ください。

人材バンク登録制度
潤いと生きがいに満ちた開成町をめざし、いろいろな

特技、技能をお持ちの方、ぜひ積極的に生涯学習まち
づくりにご参加ください。得意分野の知識をお持ちの方
やお知り合いの方の中にふさわしい方がおられましたら、
生涯学習課へご連絡、ご紹介ください。

自治会ごとの生涯学習への取り組み
町内の各自治会では、それぞれ自治会ごとに特色ある

生涯学習活動に取り組んでいます。また、計画や活動の
状況などについては、生涯学習推進員連絡協議会を開
催し、情報交換や活動のあり方などについて話し合って
います。

あじさい講座
住民などの団体（自治会など）およびグループが主催す

る学習会や小・中学校などに町職員や町社会福祉協議
会職員が講師として出向き、町行政の説明、専門知識を
生かした講座を行います。詳しい内容は、生涯学習課へ
お問い合わせください。

青少年（小・中学生対象）の活動
①ジュニアリーダー研修

自然やレクリエーションなどの多様な体験活動を夏と秋
にジュニアリーダー研修として開催します。
②青少年交流事業（幕別町・真鶴町）

他町の小学生と様々な体験を通じて交流を行います。

あじさい塾（開成町土曜学校）
学校が休みの日を利用して、児童・生徒が地域や社会

を知る機会を設けるとともに、道徳心の育成、自主的な
学習意欲の向上などをサポートする生涯学習プログラム
として、地域の人材や企業、団体の協力を得て開催しま
す。

また、夏休み期間中にはジュニアサマースクールとして、
小学生を対象にいろいろな講座を開催します。

スポーツ活動
●スポーツ体験会等

ニュースポーツ・パラスポーツ体験会や体力運動能力
調査を実施します。
●各種スポーツ大会

開成町スポーツ協会により各種スポーツ大会・教室を
開催します。
＊種目： 野球、サッカー、バレーボール、ソフトボール、

バドミントン、バスケットボール、卓球、ゴルフ、
硬式テニス、ソフトテニスなど




